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平成24年度　社会教育主事講習実施要項

１．目　　的

　本講習は，社会教育法（昭和24年法律第207号）第９条の５の規定及び社

会教育主事講習等規程（昭和26年文部省令第12号）に基づき，社会教育主事

となるべき者に，その職務を遂行するに必要な専門的知識，技能を修得させ，

社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とする。

２．主　　催　　広島大学（文部科学省委託事業）

３．開催期間　　平成24年７月30日（月）～平成24年８月24日（金）

４．主 会 場　　広島大学大学院教育学研究科（教育学部）

　　　　　　　　〒739-8524　東広島市鏡山一丁目１番１号

５．開設科目及び単位

　　　社会教育主事講習等規程第３条の規定により４科目，９単位を開設する。

６．本年度の主要研究主題

　　　　　①　社会教育とスポーツ・健康づくり

　　　　　②　学習成果の活用

　　　　　③　社会教育と交流・共生

　　　　　④　社会教育の条件整備

７．日　　程　　別表１のとおり

８ ．講習を行う科目名，単位数，講義内容・テーマ，教育方法，配当時間数及び

担当講師予定者の職氏名　　別表２のとおり

９．受講定員　　社会教育主事講習等規程第２条の規定に該当する者　　　40名
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10．受講資格
　　　社会教育主事講習等規程第２条各号のいずれかに該当する者
○　社会教育主事講習等規程（昭和26年６月21日文部省令第12号）
（講習の受講資格者）
第２条　講習を受けることができる者は，次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 　大学に２年以上在学して62単位以上を修得した者，高等専門学校を卒業した者又は社
会教育法の一部を改正する法律（昭和26年法律第17号）附則第２項の規定に該当する者
（注１）
二　教育職員の普通免許状を有する者
三 　２年以上法第９条の４第１号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する
業務に従事した者（注２）※１

四　４年以上法第９条の４第２号に規定する職にあつた者（注２）※２
五 　その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者（注３）

（注１）
　旧大学令，旧高等学校令，旧専門学校令若しくは旧教員養成諸学校官制の規定による
大学，大学予科，高等学校高等科，専門学校若しくは教員養成諸学校又は文部科学省令
で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し，又は修了した者は，大学に２年以上在学
して，62単位以上を修得した者とみなす。

（注２）※１
一　社会教育法第９条の４第１号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次の
とおりとする。
１　文部科学省（文化庁及び国立教育政策研究所を含む。），国立大学法人法（平成15年
法律第112号）第２条第３項に規定する大学共同利用機関法人（以下単に「大学共同利
用機関法人」という。），独立行政法人国立特別支援教育総合研究所，独立行政法人大
学入試センター，独立行政法人国立女性教育会館，独立行政法人国立科学博物館、独
立行政法人国立美術館，独立行政法人国立文化財機構，独立行政法人科学技術振興機構，
独立行政法人宇宙航空研究開発機構，独立行政法人日本スポーツ振興センター，独立
行政法人日本芸術文化振興会，独立行政法人大学評価・学位授与機構，独立行政法人
国立大学財務・経営センター，独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政
法人国立青少年教育振興機構において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯
学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
２　地方公共団体の教育委員会（事務局及び教育機関を含む。以下同じ。）において社会
教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する
事務に従事する者の職
３　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学及び高等専門学校（以下「大
学等」という。）において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する
諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
４　社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する
諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
５　図書館法（昭和25年法律第118号）第４条に規定する司書の職
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６　博物館法（昭和26年法律第285号）第４条第４項に規定する学芸員の職
７　社会教育関係団体において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資
する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者（常時勤務する者に限る。）の職で
あつて，文部科学大臣が一の１から一の３に掲げる職に相当すると認めた職
８　その他文部科学大臣が一の１から一の７までに規定する職と同等以上と認めた職
二　社会教育法第９条の４第１号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であっ
て， 社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。
１　国立教育政策研究所，大学共同利用機関法人，独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所，独立行政法人国立女性教育会館，独立行政法人国立科学博物館，独立行政法
人国立美術館，独立行政法人国立文化財機構，独立行政法人科学技術振興機構，独立
行政法人宇宙航空研究開発機構，独立行政法人日本スポーツ振興センター，独立行政
法人日本芸術文化振興会及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施する社会教
育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事
業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
２　地方公共団体の教育委員会が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生
涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業にお
いて実施される学習又は諸活動の指導
３　大学等が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活
動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習
又は諸活動の指導
４　社会教育施設が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資す
る諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施され
る学習又は諸活動の指導
５　社会教育関係団体が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に
資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施
される学習又は諸活動の指導
６　独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第136号）第13条第１項第３号に規定す
る国民等の協力活動
７　その他文部科学大臣が二の１から二の６までに規定する業務と同等以上と認めた業務

（注２）※２
三　社会教育法第９条の４第２号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。
１　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校の学長，校長（園長を含む。），
副校長（副園長を含む。），副学長，学部長，教授，准教授，助教，助手，講師（常時勤
務する者に限る。），教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭，
栄養教諭，実習助手，寄宿舎指導員，事務職員（常時勤務する者に限り，単純な労務に
雇用される者を除く。）及び学校栄養職員（学校給食法（昭和29年法律第160号）第５条
の３に規定する職員をいい、同法第５条の２に規定する施設の当該職員を含む。）の職
２　学校教育法第124条に規定する専修学校の校長及び教員の職
３　少年院法（昭和23年法律第169号）第１条に規定する少年院又は児童福祉法（昭和22
年法律第164号）第44条に規定する児童自立支援施設において教育を担当する者の職
４　その他文部科学大臣が三の１から三の３までに規定する職と同等以上と認めた職
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（注３）　文部科学省の認める者
　社会教育主事講習等規程（昭和26年文部省令第12号）第２条第５号の規定に基づき，社
会教育主事講習を受けることができる者として文部科学大臣の認める者は，社会教育法（昭
和24年法律第207号）第９条の４第１号に掲げる職及び業務に相当する職及び業務に４年以
上従事した者とする。

11．受講申込の方法
⑴　提出書類
　受講申込者は，次の書類を整え６月18日（月）までに，居住地の県教育委員会に提
出すること。

　　①　受講申込書（様式１）
　　②　受講資格を証明する関係書類
　　　　（ 卒業又は修了証明書（卒業又は修了証書の写し可），教育職員免許状の写し，所

属長の勤務証明書（様式２）等）
　　③　履歴書（様式３）
　　④　返信用封筒
　　　　（自己のあて先（住所，氏名，郵便番号）を記入の上，80円切手貼付のこと。）
　　⑤　戸籍抄本
　　　　（②に記載されている氏名と現在の氏名が異なる場合のみ提出すること。）
⑵　講習科目の代替
　平成９年度から社会教育主事講習等規程第７条第２項及び第３項の規定により，大
学における科目の既修得単位及び文部科学大臣が定める学修をもって，講習の単位を
認定できることとなった。
　広島大学において実施する本講習では，「社会教育演習」を除く３科目について科目
代替を認める。
　これを希望する者は，次の書類を整え，受講申込書とともに居住地の県教育委員会
に提出すること。

　　①　社会教育主事講習単位修得認定申請書（様式４）
　　②　単位修得証明書（様式５）
（注）　文部科学大臣が定める学修をもって，講習の単位として認定を希望する者は，様式５に準

じた単位修得証明書を提出すること。

※　県教育委員会は，⑴の書類により受講資格の有無を審査の上とりまとめ，受講申込
者一覧表（電子媒体のもの）を添えて，６月25日（月）までに次の提出先に必着する
よう提出すること。

　　　　　提出先：〒739-8524 東広島市鏡山一丁目１番１号
　　　　　　　　　広島大学教育学研究科支援室
　なお，受講申込者から「⑵　講習科目の代替」の社会教育主事講習単位修得認定申請
書等の提出があった場合は，併せて提出すること。
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12．分割履修
　講習の受講は，原則として全科目を一括して履修することが望ましいが，受講者の都
合により，一部科目の受講を希望する者は，申込の際，その旨を申し出ること。

13．受講者の決定
⑴　受講者の決定及び既修得単位等の認定については，実施機関が運営委員会の意見を
聴いて決定する。
　なお，受講者の決定に必要な書類等で不備な点がある場合は，審査の対象から除外
することがあるので注意すること。
⑵　受講許可書は，７月中旬頃本人宛に発送するとともに，県教育委員会にも受講許可
者名を通知する。
⑶　講習科目の既修得単位等の認定を希望した者については，受講許可証とともに単位
修得認定書を本人宛交付する。また，県教育委員会にもその認定書の写しを送付する。

14．受講者の集合日時及び場所
　受講者は必ず７月30日（月）午前８時50分までに，広島大学大学院教育学研究科（教
育学部）管理棟２階ラウンジに集合し，受講許可書を受付に提示すること。

15．受講に要する経費
　宿泊を伴う実習（「野外活動の理論と実践（1）～（6）」）の経費及び教材費等として，個
人負担金7,000円（傷害保険料を含む。）を必要とするので準備すること（ただし科目「社
会教育演習」を受講しない者は，負担金を支払う必要はない）。
　その他，場合により参考書等を購入する必要が生じることもあるので，留意すること。

16．宿泊の申込み
　「宿泊のご案内」（p.8）を参照し，各自で手配すること。
　なお，講習期間中，８月９日（木）は，国立江田島青少年交流の家に宿泊するため，
手配の必要はない。

17．その他
　本講習に関する事務連絡，問合せ等は，次へ照会すること。

　　　　　〒739-8524　東広島市鏡山一丁目１番１号
　　　　　　　　　　　広島大学教育学研究科支援室
　　　　　　　　　　　電　話　082-424-5605

　社会教育主事講習を通じて取得した個人情報は，社会教育主事講習及び修了
手続き並びに調査統計を行うために利用するものであり，他の目的での利用又は
第三者へ提供することはありません。
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平成24年度社会教育主事講習受講者諸注意

１．本講習は，平成24年７月30日（月）から８月24日（金）までの間実施するので，
現職者は受講前に担当職務の引継等を行い，受講途中において帰任欠席等のな
いよう，十分注意すること。
２．本講習を受講し４科目９単位を認定された者は，社会教育主事としての資格
を，法の規定に基づき授与される。
　　なお，単位の認定については，出席時数，筆記試験，レポート，及び受講態
度等により評価が行われるので，病気，事故その他で失格することのないよう
留意すること。
３．本講習における講義，演習は，大学の水準で行われる。講義，演習は，別表
１，２のとおり行う。

４．科目「社会教育計画」における「地域社会の実態把握」「地域課題の分析」「社
会教育計画策定の理論」「社会教育計画策定の実際」（８月７日）の受講に際し
ては，市町村の策定した教育振興基本計画及びその中に位置づけられている社
会教育計画（あるいは，総合振興計画及びその中に位置づけられている生涯学
習推進計画）として適切な事例が入手できる場合は，講義時の参考となるので
適宜コピー，プリントアウトするなどして各自で持参することが望ましい。
５．科目「社会教育演習」における「グループ研究（1）～（10）」，「個別演習（1）
～（6）」では，各班の研究課題に基づいたレポートを班ごとに作成し，８月23
日（木）までに提出することとする。また，レポート内容の発表とその準備は，「研
究成果の発表準備（1）・（2）」，「研究成果の発表・共有（1）～（3）」で行う。レ
ポートの作成，及び発表準備作業のため，ノートパソコンを各自で持参するこ
と。
６．科目「社会教育演習」における「社会教育施設の実地視察（1）～（3）」（８月
３日）で必要となる交通費については，各自で負担すること。
７．科目「社会教育演習」における「野外活動の理論と実践（1）～（6）」（８月９，
10日）では，国立江田島青少年交流の家に宿泊する（８月９日，１泊）。運動
のできる服装（長ズボン，運動靴，及び帽子）を持参すること。
８． 受講者のうち，科目「社会教育演習」を受講する者は，宿泊を伴う実習（「野
外活動の理論と実践（1）～（6）」）の経費，および教材費等として，受講者負担
金7,000円（障害保険料を含む）を用意すること。その他，場合によっては参
考書等を購入する必要が生じることもあるので留意すること。
９．宿泊については，「宿泊のご案内」等を参考に，各自で手配すること。なお，
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８月９日（木）は上記の通り宿泊を伴う実習であるため，手配の必要はない。
10．出席簿に押印する必要があるため，印鑑を持参すること。
11．講習中の事故や病気等に備え，各自の責任で万全を期すこと。
　 また万一の場合に備えて，健康保険証及び個人の常用薬を持参すること。
12．自動車での入構については，大学の夏季休業期間中は原則として自由とし，
構内通行証等は発行しない。なお，駐車中の管理等に十分注意すること。
13．受講者は７月30日（月）午前８時50分までに，必ず広島大学大学院教育学研
究科（教育学部）管理棟２階ラウンジに集合し，受講許可証を受付に提示する
こと。
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宿 泊 の ご 案 内

　東広島市内の主な宿泊施設は下記のとおりです。宿泊希望者は各自で直接お申
し込み下さい。
　なお，広島市等から，通勤することも可能です。
　（参考）
　　　　　ＪＲ（広島駅～西条駅）　　　　所要時間約40分　運賃（片道）570円
　　　　　バス（西条駅～広大中央口）　　所要時間約15分　運賃（片道）280円

記

名　　　　　　　　称
（番号は８頁の地図内の番号に対応）

電話（082） 所在地（東広島市）

①ホ テ ル イ ー グ ル 422-5590 西条大坪町2-13

②インターシティホテルユーカリ 421-3232 西条岡町1-16

③割 烹 ホ テ ル 一 ぷ く 424-3955 西条朝日町11-31

④東 広 島 シ テ ィ ホ テ ル 422-8686 西条岡町10-20

⑤ホ テ ル　 Ｋ Ａ Ｍ Ｏ 422-1101 西条町御薗宇6184

⑥ホ テ ル　 サ ン ラ イ ズ 21 431-3232 西条昭和町5-10

⑦グ リ ー ン ホ テ ル モ ー リ ス 493-7070 西条昭和町11-8

⑧ホ テ ル グ ラ ン カ ー サ 421-3111 西条本町17-13

⑨東 横 イ ン 東 広 島 西 条 駅 前 422-1045 西条本町12-2

⑩ 西 条 H A K U W A ホ テ ル 431-1111 西条下見6-5-45
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①
② ③
④

⑤

⑥
⑦

⑧⑨

集合場所：管理棟２階ラウンジ

⑩

57
４
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別表１

平成24年度　社会教育主事講習日程

日程（曜日） 9：00－10：30 10：40－12：10 13：10－14：40 14：50－16：20 16：30－18：00 18：10－19：40

7/30（月）

科　
　
　

目　
　
　

名　
　
　
【
講　

師　

名
】

開講式・事務連絡
社会教育の原理

【久井】

生涯学習の理念

【久井】
グループ研究（1）グループ研究（2）

7/31（火）
地方自治体の 

生涯学習推進政策
【上口】

社会教育の 
方法・形態の理論
【清國】

社会教育の 
方法・形態の実際
【清國】

生涯学習推進・ 
社会教育と法制度
【馬場】

生涯学習推進・
社会教育行政
【馬場】

8/1（水）
国の生涯学習  
推進政策の現況
【某】

国の生涯学習
推進政策の課題

【某】
グループ研究（3）グループ研究（4） 個別演習（1）

8/2（木）
社会教育の  
歴史的理解
【久井】

成人学習者の理解

【神部】

成人学習の支援

【神部】

社会教育と団体

【西井】

生涯学習の
国際的動向
【西井】

8/3（金）
公民館の経営

【砂堀】

社会教育主事の
職務

【久井】

社会教育施設の 
実地視察（1）

社会教育施設の 
実地視察（2）

社会教育施設の 
実地視察（3）

8/6（月）
社会教育評価の

理論
【山川】

社会教育評価の
実際

【山川】
グループ研究（5） 個別演習（2）

8/7（火）
博物館の経営

【植田】

地域社会の
実態把握
【清國】

地域課題の分析

【清國】

社会教育計画
策定の理論
【清國】

社会教育計画
策定の実際
【清國】

8/8（水）
学習プログラム
作成の理論
【久井】

学習プログラムの
目標設定
【久井】

学習プログラムの 
デザイン
【久井】

学習プログラムの 
自己点検
【久井】

グループ研究（6）

8/9（木）
（現地集合）

（オリエンテーション・昼食）
【東川】

野外活動の
理論と実践（1）
【東川・錦織】

野外活動の 
理論と実践（2）
【東川・錦織】

野外活動の
理論と実践（3）
【東川・錦織】

野外活動の
理論と実践（4）
【東川・錦織】

8/10（金）
野外活動の
理論と実践（5）
【東川・錦織】

野外活動の
理論と実践（6）
【東川・錦織】

 

8/16（木）
社会教育の  

広報・広聴の実際
【加藤、豊田】

社会教育の  
広報・広聴の課題
【加藤、豊田】

青少年教育施設と 
社会教育
【東川】

グループ研究（7） 個別演習（3）

8/17（金）
学習プログラムの
再デザイン
【久井】

学習プログラムの
検討

【久井】

学習プログラムの
評価
【久井】

生涯学習社会に
おける学校
【曽余田】

学校教育と
社会教育
【曽余田】

8/18（土）
家庭教育・  

子育て支援の現況 
【七木田】

家庭教育・  
子育て支援の課題 
【七木田】

ライフサイクルの
理論
【杉村】

ライフサイクルと  
生涯学習
【杉村】

個別演習（4）

8/20（月）
健康づくりと
社会教育
【石井】

スポーツと  
社会教育
【出口】

高等教育と  
生涯学習
【岡田】

大学と地域社会

【岡田】

男女共同参画と 
生涯学習
【板東】

8/21（火）
図書館の経営

【藤井】

障害者と
社会教育実践
【津田】

障害者と  
社会教育の課題  
【津田】

グループ研究（8） 個別演習（5）

8/22（水）
遠隔教育の
歴史と現在
【志々田】

メディアと
生涯学習
【志々田】

ボランティアと
社会教育
【松岡】

社会福祉と
社会教育
【松岡】

個別演習（6）

8/23（木）
カウンセリングの

理論
【石田】

カウンセリングの
実際

【石田】
グループ研究（9）グループ研究（10） 研究成果の  

発表準備（1）

8/24（金） 研究成果の  
発表準備（2）

研究成果の  
発表・共有（1）
【久井】

研究成果の  
発表・共有（2）
【久井】

研究成果の
発表・共有（3）
【久井】

閉講式・事務連絡
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別表２

講習を行う科目名，単位数，講義内容・テーマ，教育方法，配当時間数及び
担当講師予定者の職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科
目
単
位 内容・テーマ 配分

時間 教育方法 講師の所属・職名 氏名

生

涯

学

習

概

論

2 

社会教育の原理

30

2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

生涯学習の理念 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

地方自治体の生涯学習推進政策 2 講義 広島市市民局生涯学習課長 上口　雅彦

社会教育の方法・形態の理論 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

社会教育の方法・形態の実際 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

生涯学習推進・社会教育と法制度 2 講義 徳島大学大学開放実践センター教授 馬場祐次朗

生涯学習推進・社会教育行政 2 講義 徳島大学大学開放実践センター教授 馬場祐次朗

国の生涯学習推進政策の現況 2 講義 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 某

国の生涯学習推進政策の課題 2 講義 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 某

社会教育の歴史的理解 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

成人学習者の理解 2 講義 滋賀大学生涯学習教育研究センター教授 神部　純一

成人学習の支援 2 講義 滋賀大学生涯学習教育研究センター教授 神部　純一

社会教育と団体 2 講義 ノートルダム清心女子大学人間生活学部教授 西井　麻美

生涯学習の国際的動向 2 講義 ノートルダム清心女子大学人間生活学部教授 西井　麻美

社会教育主事の職務 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

社

会

教

育

計

画

2 

社会教育評価の理論

30

2 講義 広島修道大学人文学部教授 山川　肖美

社会教育評価の実際 2 講義 広島修道大学人文学部教授 山川　肖美

地域社会の実態把握 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

地域課題の分析 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

社会教育計画策定の理論 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

社会教育計画策定の実際 2 講義 香川大学生涯学習教育研究センター長・教授 清國　祐二

学習プログラム作成の理論 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

学習プログラムの目標設定 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

学習プログラムのデザイン 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

学習プログラムの自己点検 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

社会教育の広報・広聴の実際 2 講義
広島県立生涯学習センター 加藤　浩司

福山市神辺支所神辺地域振興課 豊田　雅子

社会教育の広報・広聴の課題 2 講義
広島県立生涯学習センター 加藤　浩司

福山市神辺支所神辺地域振興課 豊田　雅子

学習プログラムの再デザイン 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

学習プログラムの検討 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

学習プログラムの評価 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

社
会
教
育
演
習

2 

社会教育とスポーツ・健康づくり

60

20
演習 広島大学大学院教育学研究科准教授 岩田昌太郎

（グループ研究）広島県教育委員会生涯学習課 神信　正彦

学習成果の活用 20
演習 広島大学大学院教育学研究科教授 深澤　広明

（グループ研究）広島県教育委員会生涯学習課 田﨑　志緒

社会教育と交流・共生 20
演習 広島大学大学院教育学研究科准教授 三時眞貴子

（グループ研究）東広島市教育委員会生涯学習課 古玉　菊江

社会教育の条件整備 20
演習 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

（グループ研究）広島県立生涯学習センター 大下　展弘
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科
目
単
位 内容・テーマ 配分

時間 教育方法 講師の所属・職名 氏名

社

会

教

育

演

習

2

社会教育施設の実地視察（1）～（3）

60

6 演習

広島大学大学院教育学研究科准教授
広島県教育委員会生涯学習課
広島大学大学院教育学研究科教授
広島県教育委員会生涯学習課
広島大学大学院教育学研究科准教授
東広島市教育委員会生涯学習課
広島大学大学院教育学研究科准教授
広島県立生涯学習センター

岩田昌太郎
神信　正彦
深澤　広明
田﨑　志緒
三時眞貴子
古玉　菊江
久井　英輔
大下　展弘

個別演習（1）～（6） 12 演習

研究成果の発表準備（1）～（2） 4 演習

研究成果の発表・共有（1）～（3） 6 演習 広島大学大学院教育学研究科准教授 久井　英輔

野外活動の理論と実践（1）～（6） 12 演習
広島大学大学院教育学研究科教授 東川　安雄
国立江田島青少年交流の家企画指導専門職 錦織　修一

社

会

教

育

特

講

3 

公民館の経営

46

2 講義 広島県公民館連合会事務局長 砂堀　正治

博物館の経営 2 講義 広島県立歴史民俗資料館館長 植田千佳穂

青少年教育施設と社会教育 2 講義 広島大学大学院教育学研究科教授 東川　安雄

生涯学習社会における学校 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 曽余田浩史

学校教育と社会教育 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 曽余田浩史

家庭教育・子育て支援の現況 2 講義 広島大学大学院教育学研究科教授 七木田　敦

家庭教育・子育て支援の課題 2 講義 広島大学大学院教育学研究科教授 七木田　敦

ライフサイクルの理論 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 杉村　和美

ライフサイクルと生涯学習 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 杉村　和美

健康づくりと社会教育 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 石井　良昌

スポーツと社会教育 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 出口　達也

高等教育と生涯学習 2 講義 大分大学高等教育開発センター准教授 岡田　正彦

大学と地域社会 2 講義 大分大学高等教育開発センター准教授 岡田　正彦

男女共同参画と生涯学習 2 講義 財団法人広島県女性会議在宅ワーク支援センター所長 板東　素子

図書館の経営 2 講義 広島市立中央図書館管理課長 藤井寿美枝

障害者と社会教育実践 2 講義 神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授 津田　英二

障害者と社会教育の課題 2 講義 神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授 津田　英二

遠隔教育の歴史と現在 2 講義 広島経済大学経済学部准教授 志々田まなみ

メディアと生涯学習 2 講義 広島経済大学経済学部准教授 志々田まなみ

ボランティアと社会教育 2 講義 神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授 松岡　廣路

社会福祉と社会教育 2 講義 神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授 松岡　廣路

カウンセリングの理論 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 石田　　弓

カウンセリングの実際 2 講義 広島大学大学院教育学研究科准教授 石田　　弓

＊社会教育演習の「社会教育施設の実地視察」（1）～（3）については，グループ研究の班別に実施する。
＊ 社会教育演習の「野外活動の理論と実践（1）～（6）」については，国立江田島青少年交流の家において、8月 9日～ 10 日に１泊
２日で実施する予定。



き
り
と
り
線

ふ　り　が　な

氏　　名 生年月日 年　　月　　日 年齢 歳

現 住 所
〒（　　－　　　）

勤 務 先 所在地
ＴＥＬ（　　　）　　　－　　　　

科　　　　目 単位 受　講　希　望

受講希望科目

受 講 希 望 欄 に
○印をすること。

生 涯 学 習 概 論 ２

社 会 教 育 計 画 ２

社 会 教 育 演 習 ２

社 会 教 育 特 講 ３
Ａ単位修得の認
定を受けた科
目及び単位

Ｂ単位修得の認
定を希望する
科目及び単位

受 講 資 格 社会教育主事講習等規程第２条の第　　　　　　号に該当

最 終 学 歴

職 歴

（資格関係分）

自 年 月　　　至 年 月（ 年 ヵ月）

自 年 月　　　至 年 月（ 年 ヵ月）

自 年 月　　　至 年 月（ 年 ヵ月）

自 年 月　　　至 年 月（ 年 ヵ月）

社 会 教 育 主 事 講 習 受 講 申 込 書

 平成24年　月　日

広　島　大　学　長　　　殿

 氏　名　　　　　　　　　　　㊞

　平成24年度社会教育主事講習を受講したいので受講資格を証明する関係
書類を添えて下記により申し込みます。

記

（備考）
１ ．A「単位修得の認定を受けた科目及び単位」の欄には，社会教育主事講習等規程第３条の規定による
社会教育主事講習修了に必要な科目のうち，既に修得している講習の科目及び単位，又は同規程第７
条第２項及び第３項の規定により，実施機関の長から単位修得の認定を受けた科目及び単位を書くこ
と。その場合，単位の認定を証明する関係書類を添付すること。

２ ．B「単位修得の認定を希望する科目及び単位」の欄には，新たに実施機関の長から単位修得の認定を
希望する科目及び単位（様式４社会教育主事講習単位修得認定申請書第３欄に記載するもの）を記入
すること。

３ ．受講資格を証明する関係書類は，卒業又は修了証明書，教育職員の普通免許状の写し，所属長の勤
務証明書等とする。

（様式１）



（様式２）

勤　務　証　明　書

　　住　　所

　　氏　　名

　　生年月日

　上記の者は本　　　　　に下記のとおり勤務していたことを証明する。

記

　平成　　年　　月　　日

 所属長職氏名　　　　　　　　　　　　㊞

注意　１．職名の欄には発令されたとおりの職名を記入すること。
　　　２．職務内容の欄には，従事した職務の内容を具体的に記入すること。
　　　３．この証明書は，規程第２条の第３，第４，第５号該当者のみ添付すること。

期　　　　　　　　　　間 職　　名 職務内容

自　　　年　　　月

至　　　年　　　月 （　　　年　　　ヵ月）

自　　　年　　　月

至　　　年　　　月 （　　　年　　　ヵ月）

自　　　年　　　月 　　

至　　　年　　　月 （　　　年　　　ヵ月）

自　　　年　　　月

至　　　年　　　月 （　　　年　　　ヵ月）

き
り
と
り
線



き
り
と
り
線

年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く）

ふりがな ※男・女
氏　　名 印

 年　　　　　　　月　　　　　　　日生

 （満　　　　　才）

ふりがな 電話
市外局番（ ）現 住 所

〒（　　　－　　　　）
方
　　　　　－
（ 方呼出）

ふりがな 電話
市外局番（ ）連 絡 先（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

〒（　　　－　　　　）
方
　　　　　－
（ 方呼出）

記入注意　１．鉛筆以外の青又は黒の筆記具で記入　　　　　　　　　３．※印のところは○でかこむ
　　　　　２．数字は算用数字で，文字はくずさず正確に書く

（様式３）

履　歴　書 年　　　　月　　　　日現在

写真をはる位置

1．縦　40 ～ 46 ㎜
　横　30 ～ 35 ㎜
2．本人単身胸から上
3．裏面のりづけ　　



き
り
と
り
線

（様式４）

ふ　　り　　が　　な
１　氏　　　　　名 生年月日

２　住　　　　　所

〒（　　－　　　）

３
　認定を希望する
　　科目及び単位数

４
　申　請　事　由
　　及び適用条件

５　備　　　　　考

社会教育主事講習単位修得認定申請書

下記の表第４欄に掲げる事由を証する書類を添えて次のとおり申請いたします。

　　平成　　 年　　 月　　 日

　　広 島 大 学 長　　　殿

 氏　名 　　　　　　　　　　　 　㊞　　　
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（様式５）

単　位　修　得　証　明　書

　　　　　　　　　　　　学部・学科等

　　　　　　　　　　　　氏　　　　名

　　　　　　　　　　　　生 年 月 日　　　　　　年　　　月　　　日生

　上記の者は，社会教育主事となるため修得すべき科目並びに単位を下記の

とおり修得していることを証明します。

記

　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　証明者 ㊞　　　

省　　令　　科　　目 大　学　開　設　科　目
科　　　目 単 位 数 学 部 該 当 科 目 単 位 数

生 涯 学 習 概 論 ４

社 会 教 育 計 画 ４

社 会 教 育 特 講 Ⅰ

（現代社会と社会教育）

12
社 会 教 育 特 講 Ⅱ

（社会教育活動･事業･施設）

社 会 教 育 特 講 Ⅲ

（その他必要な科目）




